
 
 

 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年10月９日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第55号 

   岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例 

岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例（平成12年岩手県条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ 別表第７（第２条関係） 別表第７（第２条関係） 

 道路交通法関係事務手数料 道路交通法関係事務手数料 

  事 務 名 称 金 額 指定試験機関等   事 務 名 称 金 額 指定試験機関等  

   ［略］       ［略］     

  18  法 第

108 条の

２第１項

各号に掲

げる講習 

 ［略］      18  法 第

108 条の

２第１項

各号に掲

げる講習 

 ［略］     

法第 108条

の２第１項

第10号に掲

げる講習 

 ［略］ 株式会社エステー

モータースクール 

法第 108条

の２第１項

第10号に掲

げる講習 

 ［略］ 株式会社西部産業 

   ［略］    ［略］ 

  株式会社西部産業   株式会社エステー

モータースクール 

  佐藤興産株式会社   佐藤興産株式会社 

     株式会社国際自動

車教習所 

  株式会社大船渡自

動車学校 

  株式会社大船渡自

動車学校 

   ［略］    ［略］ 

    ［略］        ［略］     

   ［略］    ［略］  

  ［略］  ［略］ 



 
 

２ 別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 古物営業法関係事務手数料 古物営業法関係事務手数料 

  事 務 名 称 金 額   事 務 名 称 金 額  

   ［略］      ［略］    

  ３ 法第７条第４項の古物営業の許可証の書換え  ［略］   ３ 法第７条第５項の古物営業の許可証の書換え  ［略］  

   ［略］      ［略］    

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表２の項の改正部分は、古物営業法の一部を改正する法律（平成30年法律第21号）の施行の日から施行する。 


		2018-09-27T13:30:28+0900
	Iwate prefecture




